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区
民
の
暮
ら
し
と
東
部
地
域
の 

魅
力
向
上
へ
具
体
策
を
問
う
！

髙　

橋　

ま
ゆ
み　

議
員

れ
い
わ
新
選
組・市
民
派
の
会
あ
だ
ち

れ
い
わ
・
市
民

第
１
回
定
例
会
で
の

第
１
回
定
例
会
で
の

議
決
結
果

議
決
結
果

可
決
し
た
も
の

区
長
提
出
議
案

区
長
提
出
議
案

令
和
８
年
度
予
算

令
和
７
年
度
補
正
予
算

条　
　

例
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その他の議案（３８件）は全会一致で可決されました。                                       

区
東
部
へ
魅
力
あ
る
拠
点
の
創
設
を

【
問
】
東
部
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に

つ
い
て
、
多
世
代
交
流
が
絶
え
間
な

く
生
ま
れ
る
拠
点
と
し
て
、
例
え
ば

学
校
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
を

統
合
し
た
複
合
施
設
を
整
備
す
る
等
、

子
育
て
世
代
が
「
こ
の
街
に
移
り
住

み
た
い
」
と
思
え
る
魅
力
的
な
取
り

組
み
を
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

【
区
長
】
地
域
の
声
を
丁
寧
に
聴
き

な
が
ら
、
庁
内
各
課
が
連
携
し
て
賑

わ
い
や
活
力
の
創
出
に
つ
な
が
る
面

的
な
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
計
画

を
進
め
る
方
向
で
考
え
て
い
く
。 

北
千
住
駅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
急
げ
！

【
問
】
令
和
５
年
の
春
よ
り
、
Ｊ
Ｒ

東
日
本
を
含
む
鉄
道
各
社
は
、
運
賃

に
上
乗
せ
し
て
「
鉄
道
駅
バ
リ
ア
フ

リ
ー
料
金
」
を
徴
収
し
て
い
る
が
、

Ｊ
Ｒ
北
千
住
駅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

は
未
だ
に
進
ん
で
い
な
い
。 

　
区
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
対
し
「
区

民
か
ら
徴
収
し
た
バ
リ
ア
フ
リ
ー
料

金
を
、
北
千
住
駅
の
改
善
と
い
う
形

で
た
だ
ち
に
還
元
せ
よ
」
と
強
く
要

求
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

【
都
市
建
設
】
こ
れ
ま
で
も
Ｊ
Ｒ
東

日
本
に
対
し
、
乗
換
経
路
の
改
善
と

利
便
性
向
上
を
申
し
入
れ
て
き
た
。

　
今
後
も
関
係
自
治
体
や
事
業
者
と

の
勉
強
会
等
を
通
じ
、
粘
り
強
く
協

議
を
重
ね
、
誰
も 

が
利
用
し
や
す
い 

駅
施
設
の
実
現
に 

努
め
て
い
く
。 

還
元
率
の
高
い
経
済
施
策
を
望
む　

 

【
問
】
第
４
回
レ
シ
ー
ト
de
商
品
券

事
業
の
経
費
率
と
還
元
率
を
伺
う
。

　
ま
た
、
経
費
を
抑
え
、
そ
の
分
を

還
元
額
に
上
乗
せ
で
き
る
よ
う
な
、

よ
り
効
率
的
な
支
援
手
法
へ
の
転
換

を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

【
産
業
経
済
】
経
費
率
が

55.9
％
、
区

民
還
元
率
が

44.1
％
で
あ
っ
た
。 

　
ま
た
、
本
事
業
は
誰
も
が
参
加
で

き
る
一
方
、
事
務
経
費
が
か
か
る
こ

と
が
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

今
後
も
経
費
の
削
減
に
努
め
て
い
く
。 

安
心
・
安
全
の
赤
ち
ゃ
ん
休
憩
室
へ

【
問
】
本
庁
舎
１
階
の
赤
ち
ゃ
ん
休

憩
室
で
は
、
ミ
ル
ク
用
の
お
湯
が
蛇

口
給
湯
で
温
度
表
示
が
な
い
。
安
全

性
や
利
便
性
向
上
の
た
め
、
調
乳
用

温
水
器
を
設
置
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

【
施
設
営
繕
】
今
後
、
利
用
者
の
安

全
性
や
利
便
性
を
考
慮
し
て
、
令
和

８
年
秋
頃
を
目
処
に
温
度
表
示
や
ボ

タ
ン
操
作
で
給
湯 

で
き
る
調
乳
用
温 

水
器
の
設
置
を
進 

め
て
い
く
。 

北
綾
瀬
駅
周
辺
の
駐
輪
場
整
備
を
急
げ

【
問
】
北
綾
瀬
駅
周
辺
の
駐
輪
場
は

慢
性
的
に
満
車
状
態
が
続
い
て
お
り
、

放
置
自
転
車
対
策
が
課
題
と
な
っ
て

い
る
。
令
和
９
年
１
月
に
駅
北
側
で

約
600
台
分
の
駐
輪
場
を
整
備
予
定
だ

が
、
駅
南
側
も
既
存
ラ
ッ
ク
の
見
直

し
や
移
送
所
の
移
転
等
で
駐
輪
場
を

早
急
に
拡
充
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

【
都
市
建
設
】
駐
輪
ラ
ッ
ク
の
配
置

見
直
し
等
を
行
い
、
令
和
９
年
度
目

途
で
約
100
台
の
増
設
を
進
め
て
い
く
。 

　
民
営
駐
輪
場
に
つ
い
て
は
、
令
和

７
年
度
内
に
新
た
に
２
か
所
、
一
時

利
用
373
台
分
を
開
設
し
て
い
る
が
、

足
立
区
民
営
自
転
車
等
駐
車
場
補
助

金
の
活
用
等
に
よ
り
、
更
な
る
民
間

駐
輪
場
の
誘
致
促
進
を
図
っ
て
い
く
。

「
住
み
や
す
い
街
」
綾
瀬
に
向
け
て

【
問
】
綾
瀬
警
察
署
管
内
の
刑
法
犯

認
知
件
数
が
急
増
し
て
お
り
、
特
に

自
転
車
盗
へ
の
対
策
強
化
が
区
全
体

の
犯
罪
減
少
に
不
可
欠
で
あ
る
。
自

転
車
盗
の
急
増
を
周
知
す
る
タ
グ
や

チ
ラ
シ
の
定
期
的
な
配
布
、
綾
瀬
エ

リ
ア
に
特
化
し
た
「
自
転
車
鍵
か
け

あ
り
が
と
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の
実

施
等
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
独
自

の
対
策
を
講
じ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

【
危
機
管
理
】
注
意
喚
起
の
タ
グ
や

チ
ラ
シ
を
作
成
し
、
被
害
が
多
い
駐

輪
場
で
は
青
パ
ト
に
よ
る
施
錠
の
声

掛
け
や
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
増
設
・
画

角
見
直
し
等
、
綾
瀬
警
察
署
と
連
携 

し
た
独
自
の
取
り
組
み
を
進
め
る
。

◇
令
和
８
年
度
足
立
区一般
会
計
予
算

◇
令
和
８
年
度
足
立
区
国
民
健
康
保

　
険
特
別
会
計
予
算　
　
　
　
　
　

◇
令
和
８
年
度
足
立
区
介
護
保
険
特

　
別
会
計
予
算 

◇
令
和
８
年
度
足
立
区
後
期
高
齢
者

　
医
療
特
別
会
計
予
算 

　
（
４
会
計
予
算
の
内
容
は
８
面
に

　

掲
載) 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

◇
令
和
７
年
度
足
立
区
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
10
号
）　
　
　
　
　

　
補
正
額　
73
億
８
千
788
万
４
千
円

　
予
算
総
額　
３
千
702
億　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
１
千
37
万
２
千
円 

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

　
反
対
討
論
あ
り
）　
　
　
　
　
　

◇
令
和
７
年
度
足
立
区
国
民
健
康
保

　
険
特
別
会
計
補
正
予
算(

第
３
号) 

　
補
正
額
△
４
千
310
万
２
千
円　
　

　
予
算
総
額　
696
億
８
千
707
万
３
千
円 

◇
令
和
７
年
度
足
立
区
介
護
保
険
特

　
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
） 

　
補
正
額
△
４
千
204
万
１
千
円　
　

　
予
算
総
額　
728
億
２
千
758
万
６
千
円

◇
令
和
７
年
度
足
立
区
後
期
高
齢
者
医

　
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
補
正
額　
６
億
６
千
289
万
２
千
円

　
予
算
総
額　
199
億
８
千
384
万
７
千
円

　
　◇

足
立
区
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正

　
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
事
業
の
終
了
に
伴
い
、
部
の
分

　
掌
事
務
を
改
め
る
も
の　
　
　
　

◇
足
立
区
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　

　
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
公
表
又

　
は
提
供
を
し
て
い
る
区
政
情
報
に

　
係
る
開
示
請
求
の
取
扱
い
に
関
し

　
て
定
め
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
を 

　
整
備
す
る
も
の 

◇
足
立
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　

　
　
職
員
の
定
数
を
改
め
る
も
の　

◇
足
立
区
附
属
機
関
の
構
成
員
の
報

　
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

　
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　

　
　
委
員
の
報
酬
上
限
額
の
引
上
げ

　
及
び
足
立
区
職
員
の
旅
費
に
関
す 

　
る
条
例
の
改
正
に
伴
う
も
の
の
ほ

　
か
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の　
　

◇
足
立
区
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部

　
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　

　
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

　
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

　
関
す
る
法
律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の

　
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法

　
律
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備

　
す
る
も
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
足
立
区
い
じ
め
等
特
別
調
査
委
員

　
会
設
置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例　

 

　
　
足
立
区
い
じ
め
等
特
別
調
査
委

　
員
会
を
廃
止
す
る
も
の　
　
　
　

◇
足
立
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例 

　
　
地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴

　
う
も
の
の
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す

　
る
も
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
足
立
区
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

　
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　
　
地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴 

　
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の　
　

◇
足
立
区
認
知
症
と
と
も
に
い
つ
ま

　
で
も
こ
の
ま
ち
で
条
例　
　
　
　

　
　
共
生
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る

　
た
め
の
認
知
症
基
本
法
の
施
行
に

　
伴
い
、
区
の
基
本
理
念
を
定
め
る

　
と
と
も
に
、
認
知
症
に
関
す
る
施

　
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進

　
す
る
も
の 

◇
足
立
区
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　

　
　
令
和
８
年
度
分
の
介
護
保
険
料

　
に
つ
い
て
、
令
和
７
年
度
税
制
改

　
正
を
踏
ま
え
た
特
例
措
置
を
規
定

　
す
る
も
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
足
立
区
西
新
井
公
園
周
辺
地
区
地

　
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築

　
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例　
　
　

　
　
地
区
計
画
の
決
定
に
伴
い
、
条

　
例
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の　
　

◇
足
立
区
中
高
層
建
築
物
等
の
建
築

　
に
係
る
紛
争
の
予
防
及
び
調
整
条

　
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　
　
中
高
層
建
築
物
等
の
建
築
等
に

　
係
る
説
明
の
対
象
者
を
改
め
る
も
の

◇
足
立
区
建
築
審
査
会
条
例
の
一
部

　
を
改
正
す
る
条
例 

◇
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

　
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
区
議
会
等
の
行
う
調
査
の
た
め
出

　
頭
す
る
者
及
び
公
聴
会
に
参
加
す

　
る
者
の
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　

　
　
以
上
、
３
議
案
は
い
ず
れ
も
足

　
立
区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例

　
の
改
正
に
伴
う
も
の
の
ほ
か
、
規

　
定
を
整
備
す
る
も
の　
　
　
　
　

◇
足
立
区
に
係
る
沿
道
地
区
計
画
の

　
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限

　
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
東
京
都
市
計
画
沿
道
地
区
計
画

　
足
立
区
環
状
七
号
線
Ａ
地
区
沿
道

　
地
区
計
画
の
変
更
に
伴
い
、
規
定

　
を
整
備
す
る
も
の　
　
　
　
　
　

◇
足
立
区
竹
ノ
塚
駅
中
央
地
区
地
区

　
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物

　
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　

　
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円

　
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴

　
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の　
　

◇
足
立
区
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

　
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

　
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　
す
る
条
例 

　
　
放
課
後
児
童
支
援
員
の
不
足
に

　
伴
う
「
み
な
し
支
援
員
制
度
」
の

　
導
入
及
び
児
童
福
祉
法
等
の
一
部

　
改
正
に
伴
う
も
の
の
ほ
か
、
規
定

　
を
整
備
す
る
も
の　
　
　
　
　
　

◇
足
立
区
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及

　
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

　
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　

　
　
議
員
報
酬
及
び
期
末
手
当
の
額

　
を
改
定
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備

　
す
る
も
の 

　
（
無
会
派
議
員
よ
り
反
対
討
論
あ
り)

◇
足
立
区
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び

　
非
常
勤
の
監
査
委
員
の
報
酬
及
び

　
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

　
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　

　
　
行
政
委
員
会
の
委
員
及
び
非
常

　
勤
の
監
査
委
員
の
報
酬
の
額
を
改

　
定
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る

　
も
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
足
立
区
長
等
の
給
料
等
に
関
す
る

　
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　

　
　
区
長
等
の
旅
費
の
支
給
額
等
の

　
改
正
並
び
に
教
育
委
員
会
教
育
長

　
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
給
料
の

　
額
を
改
定
す
る
も
の 

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

　
反
対
討
論
あ
り
）　
　
　
　
　
　

◇
足
立
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

　
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　

　
　
職
員
の
給
料
表
を
改
定
し
、
及

　
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支

　
給
対
象
時
間
を
拡
大
す
る
ほ
か
、

　
規
定
を
整
備
す
る
も
の　
　
　
　

◇
足
立
区
こ
ど
も
計
画
審
議
会
条
例

　
を
廃
止
す
る
条
例　
　
　
　
　
　

　
　
足
立
区
こ
ど
も
計
画
審
議
会
を

　
廃
止
す
る
も
の 

◇
足
立
区
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事

　
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

　
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の

　
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の 

◇
足
立
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

　
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に

　
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設

　
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

　
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　
　
児
童
福
祉
法
及
び
子
ど
も
・
子

　
育
て
支
援
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

　
規
定
を
整
備
す
る
も
の 

◇
足
立
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

　
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

　
め
る
条
例
の一部
を
改
正
す
る
条
例

　
　
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴

　
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の 


